
   甲府市告示第 285 号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加

申込書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和 8 年 5 月 27 日 

 

                                    甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業名 

  甲府市公共施設 LED 照明整備事業 

 

２ 事業概要 

本市では、令和 3 年 2 月に全国初となる山梨県及び県内全市町村共同によ

る、2050 年までに温室効果ガス排出実績ゼロを目指す「ゼロカーボンシテ

ィー宣言」を表明し、地球温暖化への取組を進めている。また、「甲府市地

球温暖化対策実行計画」（令和 5 年 3 月改定）の中でも、将来ビジョンであ

る「自然の恵みを未来につなぎエネルギーの地産地消と豊かな暮らしを実現

するグリーンなまち甲府」の実現に向け、公共施設への高効率設備やＬＥＤ

照明の導入促進等に取り組んでいる。  

こうした中、令和 9 年 12 月までに一般照明用蛍光ランプの製造及び輸出

入が段階的に廃止となることから、蛍光ランプの入手困難による価格高騰や

在庫不足が見込まれ、照明の不点灯による公共施設における市民サービスの

低下が懸念されている。  

そこで上記のような本市方針及び社会情勢を鑑みて、市有施設における照

明を LED 灯へ変更することで、照明設備の省エネルギー化を図りつつ、市

民サービスの低下を招かない効率的な設備更新を行うことを目的として実施

する。  

 

３ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和 10 年 3 月 17 日（金）まで 

 

４ 参加資格要件 

本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。             

（1） 自らが企画提案する事業を実行する意志を持ち合わせ、本事業を確実に         

遂行するための能力、技術及び組織（人員体制）を有するグループ（複

数の企業の共同体等）であること。なお、参加者は 2 者以上 3 者以内で

グループを構成すること。 

（2） 次に該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に

規定する者。 

イ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に基づく本市の入札参加制限を



受けている者。 

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条の規定による破産手続きの

申立てをしている者。 

エ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号）に定める再生手続開始の申立てがなされている者。 

オ 告示の日以前 6 か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者。また、

不渡りによる取引停止処分を受けた日から 2 年を経過していない者。 

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年

法律第 77 号）第 2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員であると認められる者。 

ク 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られる者。 

ケ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められる者。 

コ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法

律第 147 号）第 8 条第 2 項第 1 号に掲げる処分を受けている団体又は当

該団体の役職員もしくは構成員である者。 

サ 国税及び地方税（本市への納税がない場合は、本店所在地の自治体の

市町村税）に滞納がある者。 

シ 健康保険法（対象平成 11 年法律第 70 号）に基づく健康保険、厚生年

金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）に基づく厚生年金保険及び雇用保

険法（昭和 49 年法律第 116 号）に基づく雇用保険に、事業主として加

入していない者。ただし、保険の全部又は一部について法律で適用が除

外されているものは、この限りではない。 

 

５ 手続き等 

（1）要項等の配布 

甲府市公共施設 LED 照明整備事業提案募集要項等を甲府市のホームペー

ジにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（2）提出方法等 

   参加申込みの提出方法、提出期限及び提出先等については、要項等を参

照すること。 

 

６ 連絡先 

甲府市役所 総務部 契約管財室 管財課 

山梨県甲府市丸の内一丁目 18 番 1 号 

  (電 話) 055－237－5326 

  (E-mail) zaisanky@city.kofu.lg.jp 


